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 １  

Ⅰ．豊島区のバランスシート・行政コスト計算書について 
 

１．バランスシート及び行政コスト計算書の概要 

 
（１）バランスシート 

 

①概要 

各年度の歳入歳出決算は、1年間の現金の収入支出の結果を表すのに対し、バランスシートは、

これまでに建設された施設や借入金などの決算時点におけるストック状況を示すものです。バラ

ンスシートの左側（借方）は資金の運用状態（使いみち）を示すもので、自治体の取得した財産

や権利などの行政経営資源が「資産」として記載されます。また、右側（貸方）には行政経営資

源の調達源泉である特別区債などの「負債」や、一般財源等の「正味資産」が記載されます。平

成 19 年度の豊島区のバランスシートは、資産が 295,689 百万円（対前期比 92 億円増加）、負債

が 80,378 百万円（同 44 億円減少）、差引正味資産が 215,312 百万円（同 137 億円増加）という

結果になっています。 

 

 ②資産 

資産のうち主なものは、当世代及び次世代への行政サービス提供のために保有している有形固

定資産であり、総資産の 91％を占めています。有形固定資産には、道路や橋などのインフラの

ほか、学校施設、保育所、公園、駐輪場など、豊島区の公共施設の土地、建物、設備等が含まれ

ます。     

当期は、有形固定資産は 59 億円増加し、2,701 億円となっています。 

これらの有形固定資産のほかに、投資及び出資金（22 億円）、基金（69 億円）、現金・預金（141

億円）、未収金（23 億円）なども資産として計上されています。基金は当期、特定目的基金が 11

億円増加し、69 億円となっています。流動資産では、財政調整基金が 10 億円、減債基金も 2 億

円増加し、歳計現金も 13 億円増加したため、現金・預金の合計は 25 億円の増加となっています。

また、特別区税を中心とする未収金は 4.7 億円増加しています。 

 

 ③負債 

負債は、バランスシートに計上されている資産のうち、将来世代の負担により賄われる金額を

表します。豊島区においては負債の 57％が特別区債です。特別区債については、舞台芸術交流

センターや新中央図書館建設などに 34 億円発行したものの、57 億円償還したため、固定負債及

び流動負債の特別区債残高では前期よりも 23 億円減少し、456 億円になっています。 

また、負債の退職給与引当金は、職員が退職した場合に支払われる退職金の推計総額で、負債

の 27％を占めていますが、前期より 9 億円減少して 221 億円となっています。 

 

 ④正味資産 

正味資産は、バランスシートに計上されている資産のうち、いままでの世代の負担や国や都の

交付金等により賄われてきた金額を表します。豊島区においては、正味資産のうち 85％の 1,836

億円が一般財源等で構成され、いままでの世代の税金等で賄われてきたことを示しています。 

前期と比較すると、正味資産全体が 137 億円増加しています。また、負債も減少しているため、

資産を形成する財源の内訳としては返済義務のない財源が増加しています。 



 

 ２  

バランスシート 

豊　島　区　バ　ラ　ン　ス　シ　ー　ト
（平成20年3月31日）

(単位：千円)

借　　　　　方 貸　　　　　方

18年度 19年度 18年度 19年度
【　資産の部　】 【　負債の部　】

１．有形固定資産 １．固定負債

(1)総務費 11,311,305 14,663,389 (1)特別区債 42,427,773 39,676,014
(2)民生費 50,199,229 49,522,322
(3)衛生費 8,099,964 7,823,398 (2)債務負担行為 13,788,795 12,566,610
(4)労働費 162,792 124,882
(5)商工費 11,896,694 11,608,593 (3)退職給与引当金 22,984,912 22,063,310
(6)土木費 99,943,499 101,524,904
(7)消防費 2,970,708 2,938,884
(8)教育費 79,512,926 81,833,568 固定負債合計 79,201,480 74,305,934
(9)その他 35,929 35,303

（うち土地） 149,564,070 158,852,997
２．流動負債

有形固定資産合計 264,133,046 270,075,243 (1)翌年度償還予定額 5,474,618 5,950,803

(2)その他 120,861 120,861
２．投資等

(1)投資及び出資金 2,205,342 2,187,342 流動負債合計 5,595,479 6,071,664
(2)貸付金 828,209 71,837
(3)基金

①特定目的基金 5,835,140 6,912,570 負債合計 84,796,959 80,377,598
　　基金計 5,835,140 6,912,570

【　正味資産の部　】

投資等合計 8,868,691 9,171,749

３．流動資産 １．国庫支出金 18,517,035 19,682,329
(1)現金・預金

①財政調整基金 6,416,743 7,428,216 ２．都支出金 11,612,661 12,077,195
②減債基金 2,702,300 2,934,370
③歳計現金 2,489,328 3,774,220 ３．一般財源等 171,523,552 183,552,052
　　現金・預金計 11,608,371 14,136,806
(2)未収金 正味資産合計 201,653,248 215,311,576
①特別区税 1,384,292 1,859,667
②その他 455,807 445,709
　　未収金計 1,840,099 2,305,376

流動資産合計 13,448,470 16,442,182

資産合計 286,450,207 295,689,174 負債・正味資産合計 286,450,207 295,689,174

　　　　　※債務負担行為に関する情報 ①物件の購入等に係るもの 11,769,689 4,614,805
②債務保証又は損失補償に係るもの 22,039,974 18,067,488
③利子補給等に係るもの 3,165,684 1,789,653  



 

 ３  

（２）行政コスト計算書 

 

次に、このバランスシート上の一般財源等が増加するに至った過程を行政コスト計算書で見て

みます。 

 

 ①概要 

行政コスト計算書は、資産形成以外の人的サービスや給付サービスなど、豊島区がどのような

行政サービス提供等の活動をしたのかをコストという側面から把握するものです。ここでコスト

といった場合、現金支出だけではなく、減価償却費や退職給与引当金繰入等なども考慮すること

になります。 

平成 19 年度の豊島区普通会計の行政コスト計算書では、行政コストが 758 億円（対前期比 18

億円増）、収入が 883 億円（同 1 億円増）、減価償却費のマイナスとしての要素をもつ正味資産国

庫（都）支出金償却額が 8 億円となっており、差引一般財源等増減額は、133 億円(同 17 億円減)

のプラスです。これが前述のバランスシートにおける一般財源等の増加額とつながっています。 

 

②行政コスト 

行政コストを性質別に見ると、人件費が 207 億円と最も多く、退職給与引当金繰入等の 17 億

円を加えた「人にかかるコスト」は合計で 224 億円となり、行政コストの 30％を占めています。 

普通会計の職員数は 2,162 人(19 年 4 月 1 日)から 2,072 人(20 年 4 月 1 日)へと 90 人（4.2％）

減少していますが、職員の平均年齢が上がっているため退職給与引当金繰入額も増加し、「人に

かかるコスト」全体としては対前期比で 13 億円の増加となっています。 

 

「物にかかるコスト」については物件費の 129 億円や減価償却費の 56 億円など、合計 192 億

円のコストが計上されています。前期と比べると「物にかかるコスト」全体では 10 億円の増加

となっています。 

 

「移転支出的なコスト」について、主なものは扶助費の 172 億円、補助費等の 43 億円、繰出

金の 89 億円です。「移転支出的なコスト」全体では対前期比較で 3 億円減少しています。その要

因としては、他団体等への補助金等が減少したことが挙げられます。 

 

「その他のコスト」では、公債費（利子分のみ）が 9 億円、不納欠損額が 2 億円となっていま

す。 

 

 ③収入項目 

次に収入項目をみると、主なものは一般財源等の 712 億円で、収入の 81％を占めるとともに、

行政コストに対しては 94％に相当します。一般財源等は、前期と比べて特別区税が 17 億円、特

別区財政調整交付金が 26 億円、利子割交付金が 1.6 億円増加した一方、地方特例交付金が 11

億円、地方譲与税が 9.8 億円、地方消費税交付金等が 2 億円、豊島区土地開発公社へ元金償還し

たことにより引渡しを受けた物件が前年度より 24 億円ほど減少したことなどにより、結果とし

て対前期 4 億円の増となっています。 

使用料・手数料等は 34 億円で、前期より 9 億円の減少です。 

このほか、国庫（都）支出金が 138 億円で、前期より 6 億円増加しています。 

 

以上の行政コストと収入の関係は一般財源等増減額で示されています。当期の豊島区の活動に

より発生した行政コストは収入の範囲内に収まるとともに、収入の超過分 125 億円により一般財

源等が増える結果となっています。 
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４．重要な会計方針 

 

（１）バランスシート及び行政コスト計算書作成に関する基本方針 

 

このバランスシート及び行政コスト計算書は、豊島区の普通会計を対象として、「地方公共団

体の総合的な財政分析に関する調査研究報告書」（総務省 平成 13 年 3 月 以下「総務省方式」

という）に準拠して作成しています。 

   また、特養ホームの民営化に伴い、平成 17 年度より従来公営企業会計に分類していた「介護

サービス事業（法非適用）」を普通会計に繰り入れています。 

 

（２）有形固定資産及び減価償却 

 

有形固定資産は、「地方財政状況調査表」が現在の様式になった昭和 44 年度以降支出した金額

の合計額を取得価額とみなして表示しています。したがって、昭和 43 年度以前に取得した有形

固定資産は計上されていません。 

有形固定資産の減価償却費は、行政目的別の主な使途別に総務省方式で設定された耐用年数に

もとづき、残存価額をゼロとする定額法により計算しています。 

なお、14 年度に南池袋三丁目地区福祉基盤整備事業において取得した地上権は、取得と同時

に売却されたため純計処理をして資産から控除しています。また、16 年度に売却した旧時習小

学校跡地も資産から控除しています。 

 （除売却に係る資産の増減が 10 億円以上になる場合、固定資産から控除することとします。） 

 

（３）投資及び出資金 

 

投資及び出資金の評価は、取得価額によっています。また、平成 12 年度からの介護保険事業

の導入に伴い、これらの事業の引継資本について普通会計から現物出資したものとして処理して

います。 

 

 

（４）退職給与引当金、退職給与引当金繰入等 

 

退職給与引当金は、当年度末に普通会計に在籍している職員が全員普通退職すると仮定した場

合に支払う退職手当の金額です。 

  

 

（５）債務負担行為 

 

豊島区土地開発公社から購入する土地のうち、引渡しは受けているが代金の支払が済んでいな

いものについて、有形固定資産としてバランスシートの資産に、及び債務負担行為としてバラン

スシートの負債に計上しています。 

 

 

（６）表示単位 

千円未満は四捨五入して表示しています。 
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５．バランスシート及び行政コスト計算書の説明事項 

 

（１）バランスシート 

 

［資産の部］ 

 

１．有形固定資産   

区が保有する建物、道路、公園といった不動産、及び、車両等の動産を行政目的別に区分して

計上しています。有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び帳簿価額は次のとおりです。 
（単位：千円） 

取得価額
Ａ

減価償却累計額
Ｂ

残存価額
Ａ－Ｂ

総務費 20,112,139 5,448,750 14,663,389
庁舎等 7,705,124 1,335,672 6,369,452
その他 12,407,015 4,113,078 8,293,937

民生費 72,628,464 23,106,142 49,522,322
保育所 7,097,046 2,679,031 4,418,015
その他 65,531,418 20,427,111 45,104,307

衛生費 11,151,408 3,328,010 7,823,398
清掃費 2,307,552 472,810 1,834,742

し尿処理 194,477 103,897 90,580
その他 2,113,075 368,913 1,744,162

環境衛生費 1,680,607 5,628 1,674,979
その他 7,163,249 2,849,572 4,313,677

労働費 1,443,115 1,318,233 124,882
商工費 15,661,852 4,053,259 11,608,593
土木費 145,252,688 43,727,784 101,524,904

道路 39,501,827 30,007,429 9,494,398
橋りょう 4,298,163 538,808 3,759,355
河川 5,828 2,224 3,604
都市計画 89,223,316 7,949,301 81,274,015

街路 5,007,156 392,298 4,614,858
区画整理 24,459,070 1,993,068 22,466,002
都市公園 59,452,115 5,385,755 54,066,360
その他 304,975 178,180 126,795

住宅 922,466 253,435 669,031
その他 11,301,088 4,976,587 6,324,501

消防費 4,594,515 1,655,631 2,938,884
教育費 111,406,157 29,572,589 81,833,568

小学校 39,423,721 13,100,964 26,322,757
中学校 23,581,134 7,066,792 16,514,342
幼稚園 586,583 98,591 487,992
社会教育 19,706,743 3,594,071 16,112,672
その他 28,107,976 5,712,171 22,395,805

その他 48,605 13,302 35,303
合　計 382,298,943 112,223,700 270,075,243  

(1)総務費 ………… 豊島区公会堂、豊島区民センターなど 

(2)民生費 ………… 保育所、児童館、ことぶきの家、福祉作業所など 

(3)衛生費 ………… 保健所、健康診査センター、公衆便所、清掃工場など 

(4)労働費 ………… 勤労福祉会館など 

(5)商工費 ………… 生活産業プラザなど 
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(6)土木費 ………… 区営住宅、道路、橋梁、区民公園など 

(7)消防費 ………… 貯水槽など 

(8)教育費 ………… 学校、図書館、体育館など 

(9)その他 ………… その他の固定資産 

 
平成元年度以降に建設された主な施設の状況は次のとおりです。なお、取得価額からは用地取得

費を控除して表示しています。また、併設施設があるものについては含めて表示しています。 
                                     （単位：千円） 

名称等 取得年度 取得価額 減価償却累計額 バランスシート計上額

駒込福祉作業所 平成元年度 713,791 542,483 171,308
上池袋図書館 平成4年度 785,309 251,298 534,011
秀山荘 平成4年度 1,698,170 1,086,830 611,340
猪苗代青少年センター 平成5年度 2,057,526 617,260 1,440,266
生活産業プラザ 平成6年度 2,842,837 1,591,986 1,250,851
健康プラザとしま 平成10年度 7,854,298 3,141,720 4,712,578
池袋保健所 平成10年度 2,138,132 855,252 1,282,880
千登世橋中学校 平成13年度 3,254,836 455,674 2,799,162
南池袋小学校 平成15年度 2,345,768 234,576 2,111,192
豊島清掃事務所 平成16年度 1,965,065 314,409 1,650,656
明豊中学校 平成17年度 2,610,780 156,647 2,454,133
雑司ヶ谷保育園 平成18年度 326,908 21,794 305,114
舞台芸術交流センター 平成19年度 3,121,497 62,430 3,059,067
新中央図書館 平成19年度 2,342,228 46,845 2,295,383  

 

また、土地の内訳は次のとおりです。 

           

（単位：千円）
取得価額

道路・橋りょう 7,165,704
街路 4,459,601
小学校 3,744,291
中学校 2,657,848
その他 140,825,553

合　計 158,852,997  
            

２．投資等 

出資金や貸付金等、長期間にわたって現金化することができない、もしくは現金化する意思が

今現在ない資産を投資その他の資産として計上しています。 

 

(1)投資及び出資金 

公営事業や財団法人、社団法人等への出資残高などです。平成 19 年度末現在の内訳は次のと

おりです。 

（単位：千円）
内  訳 平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末

介護保険特別会計 1,338,426 1,338,426 1,338,426
（財）としま未来文化財団 500,000 500,000 500,000
（財）豊島区勤労者福祉サービスセンター 295,000 295,000 277,000
（株）豊島にぎわい創出機構 5,000 5,000 5,000
その他 66,916 66,916 66,916

合  計 2,205,342 2,205,342 2,187,342  
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(2)貸付金 

豊島区が第三者に貸付を行っている金額です。平成 19 年度末現在の内訳は次のとおりです。 

  

（単位：千円）
内   訳 平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末

街づくり用地取得返済資金貸付金 643,353 758,929 0
その他 87,130 69,280 71,837

合   計 730,483 828,209 71,837  

 
(3)基金 

①特定目的基金 

庁舎の建設といった特定の目的のために、預金や信託で積み立てられている金額です。なお、

一時的に普通会計に運用している金額を直接控除しています。平成 19 年度末現在の内訳は次の

とおりです。 

（単位：千円）

基金残高
普通会計に
よる運用金

差引残高 基金残高
普通会計に
よる運用金

差引残高

庁舎等建設基金 19,178,880 19,178,571 309 19,178,881 19,178,571 310
その他 5,834,831 0 5,834,831 6,912,260 0 6,912,260

合　計 25,013,711 19,178,571 5,835,140 26,091,141 19,178,571 6,912,570

平成19年度末平成18年度末

 

 

 

３．流動資産 

現金・預金、及び 1 年以内に現金化することが可能な資産を流動資産として計上しています。 

 

(1)現金・預金 

① 財政調整基金 

将来の資金不足に備えて、預金等により保有している積立金です。平成 19 年度末現在の残高

は次のとおりです。 

（単位：千円）

平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末

預金 4,454,924 6,416,743 7,428,216  
 

② 減債基金 

将来の特別区債償還に備えて、預金等により保有している積立金です。平成 19 年度末現在の

残高は次のとおりです。 

（単位：千円）

平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末

預金 2,668,949 2,702,300 2,934,370  
 

③ 歳計現金   

平成 19 年度末に、豊島区が保有している現金及び金融機関に預けている預金を計上していま

す。 

 

(2)未収金   

 

①特別区税 

年度末までに回収できなかった税金です。 
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（単位：千円）
内　訳 平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末

特別区民税 1,461,069 1,370,672 1,846,089
軽自動車税 14,671 13,620 13,578

合　計 1,475,740 1,384,292 1,859,667  

 

②その他 

年度末までに回収できなかった区民の負担金等です。平成 19 年度末現在の内訳は次のとおり

です。 

（単位：千円）
内　訳 平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末

分担金及び負担金 54,522 48,749 43,248
使用料及び手数料 31,779 37,567 43,622
諸収入 276,454 268,985 272,579
貸付金収入未済額 112,398 100,506 86,260

合　計 475,152 455,807 445,709  

 

 



 

 １０  

［負債の部］ 

 

１．固定負債 

1 年を超えて支出が予定される特別区債や区職員に対する退職手当予定額を、固定負債として

計上しています。 

 

(1)特別区債      

豊島区が発行した特別区債のうち、平成 21 年 4 月 1 日以降に返済が予定される金額です。な

お、平成 19 年度末現在の特別区債の内訳は次のとおりです。 

（単位：千円)
内　訳 平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末

地域総合整備事業債等 10,246,543 9,350,657 10,107,658
学校教育施設等整備事業債 3,718,277 3,594,673 3,446,918
公共用地先行取得等事業債 1,531,530 1,191,190 850,850
厚生福祉施設整備事業債 15,378,424 13,932,491 12,480,991
減税補てん債等 14,344,876 13,224,660 11,982,333
都道府県貸付金 5,319,303 4,551,072 3,792,283
その他 1,277,353 2,057,648 2,965,784
控除：1年以内に返済期限の到来する額 -5,298,905 -5,474,618 -5,950,803

差引：バランスシート計上額 46,517,401 42,427,773 39,676,014  
 

なお、平成 20 年度以降、5 年間の各年度別の返済予定額、及び、返済後の残高は次のとおり

です。 

         

返済予定額 返済後残高

平成20年度 5,950,803 39,676,014
平成21年度 5,696,581 33,979,433
平成22年度 5,232,773 28,746,660
平成23年度 7,503,733 21,242,927
平成24年度 4,583,635 16,659,292

（単位：千円）

 

 
(2)債務負担行為 

土地開発公社からの取得済の土地に係る未払金です。 

(単位：千円）
内　訳 平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末

公園・児童遊園用地 10,979,200 10,293,000 9,606,800
その他 6,402,664 3,495,795 2,959,810

合　計 17,381,864 13,788,795 12,566,610  

 

 

(3)退職給与引当金 

年度末に在籍している職員が、全員普通退職すると仮定した場合に支払う退職手当の金額です。 
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２．流動負債 

1 年以内に返済が予定される特別区債などを流動負債として計上しています。 

 

(1)翌年度償還予定額 

豊島区が発行した特別区債のうち、平成 21 年 3 月 31 日までに返済が予定される金額です。平

成 19 年度末現在の特別区債は次のとおりです。 

（単位：千円)

平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末

5,298,905 5,474,618 5,950,803一年以内返済予定の特別区債
 

 

(2)その他 

介護サービス事業の開始に伴い、介護サービス事業勘定が普通会計に代わり負担している金額

です。 

 

 

［正味資産の部］    

資産と負債の差額であり、豊島区の資産形成に充てられた財源の中で返済義務のないものです。 

 

１． 国庫支出金 

豊島区が現在保有している資産のうち、国の支出により形成された金額です。 

 

２． 都支出金 

豊島区が現在保有している資産のうち、都の支出により形成された金額です。 

 

３． 一般財源等 

豊島区が現在保有している資産のうち、いままで支払われてきた税金等により形成された金額

です。 

 

 

［注記事項］ 

債務負担行為 
  物件の引渡しを受けていなかったり、履行すべき額が確定していないなどのため、バランスシ

ート上の負債としては計上されませんが、将来、支払うことになる可能性のある金額が示されて

います。 

 

①物件の購入等 

翌年度以降、物件の購入等の支払いを予定している金額です。すでに物件の引渡しを受けたも

のとして、バランスシート上の債務負担行為（物件の購入）に計上されている金額を除きます。 

 

②債務保証及び損失補償 

債務保証等の契約により、将来において負担が発生する可能性のある金額です。 

 

③利子補給等 

利子補給等により、将来において負担が発生する可能性がある金額です。 
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（２）行政コスト計算書 

 

[主な行政コストの内訳] 

 

(1)繰出金 

 

（単位：千円）
内　訳 平成17年度 平成18年度 平成19年度

国民健康保険事業会計 4,729,476 4,644,845 4,700,732
老人保健医療事業会計 1,782,699 1,632,170 1,774,762
介護保険事業会計 2,241,401 2,261,777 2,367,117
介護サービス事業勘定 33,696 63,743 49,621
その他 0 0 0

合　計 8,787,272 8,602,535 8,892,232  

 

(2)普通建設事業費（他団体等への補助金等） 

普通建設事業費として豊島区が他団体等に支出した補助金、負担金等の累積額及び最近 5 年間 

の状況はつぎのとおりです。 

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

総務費 0 0 0 0 0 0
民生費 3,904,161 447,961 485,393 758,924 185,791 144,746
衛生費 1,079,542 49,432 39,880 13,770 4,365 4,492
労働費 0 0 0 0 0 0
農林水産業費 0 0 0 0 0 0
商工費 145,573 0 0 0 0
土木費 21,327,749 822,158 640,896 2,926,725 4,814,776 2,541,143
消防費 586,165 0 0 0 0 0
教育費 976,646 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0

合　計 28,019,836 1,319,551 1,166,169 3,699,419 5,004,932 2,690,381

（単位：千円）
昭和44年度
以降累計額

最近5ヵ年の実績

 
 

(3)不納欠損額 

 

(単位：千円）
内　訳 平成17年度 平成18年度 平成19年度

特別区税 345,142 246,653 144,004
分担金及び負担金 3,476 4,180 5,485
使用料及び手数料 72 16 129
諸収入 13,097 37,617 37,202

合　計 361,786 288,466 186,820  

   



 

 １３  

６．バランスシートに係る分析 

 

（１）社会資本形成の世代間負担比率 

 

豊島区の社会資本整備の結果を表わす有形固定資産のうち、正味資産によって形成されている比

率です。正味資産はいままでの世代の負担により形成された社会資本の額を表し、他方、負債は将

来の世代の負担により形成された社会資本の額を表しています。道路や学校などの有形固定資産の

財源が正味資産によるのか、負債によるのか、その依存割合を見ることで、世代間負担の指標とな

ります。 

したがって、この比率は、将来の世代にも使用される豊島区の社会資本がどの程度いままでの世

代の負担により形成されたのかを示します。 

平成 19 年度における世代間負担比率は、前期よりも 4 ポイント改善し 80％となっていますが、

残り 20%は将来の世代に負担を先送りすることを示しており、さらに改善する必要があります。 

 

平成17年度 平成18年度 平成19年度

71% 76% 80%
指標名

世代間負担比率  

 

 

計算式 ： 社会資本形成の当世代負担率＝  

 

 

（２）歳入額対資産比率（年数） 

 

資産を歳入額で除すと、次世代以降も使用できる資産というストックの形成のために何年分の歳

入が充当されたのかがわかります。 

平成 19 年度は、資産額が 9,239 百万円、歳入額は 3,258 百万円増加しました。歳入額対資産比

率は 0.01 年分減少しています。 

平成17年度 平成18年度 平成19年度

3.08年分 3.12年分 3.11年分

指標名

歳入額対資産比率  

 

 

計算式 ： 歳入額対資産比率＝  
 

 

資産 
 

普通会計歳入額 

正味資産 
 

有形固定資産 
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（３）有形固定資産の行政目的別割合 

 

有形固定資産の行政目的別割合を見ることにより、行政分野ごとの資産形成の比重を把握するこ

とができます。豊島区では土木費の 37.6％、教育費の 30.3％、民生費の 18.3%が大きく、この３部

門で全体の 86.2％を占めています。 

 

平成17年度 平成18年度 平成19年度
(1)総務費 3.9% 4.3% 5.4%
(2)民生費 19.1% 19.0% 18.3%
(3)衛生費 3.2% 3.1% 2.9%
(4)労働費 0.1% 0.1% 0.0%
(5)商工費 4.6% 4.5% 4.3%
(6)土木費 37.4% 37.8% 37.6%
(7)消防費 1.1% 1.1% 1.1%
(8)教育費 30.5% 30.1% 30.3%
(9)その他 0.0% 0.0% 0.0%
有形固定資産計 100.0% 100.0% 100.0%  

 

（４）有形固定資産の行政目的別経年比較 

 

有形固定資産を経年比較することで、行政分野ごとに社会資本がどのように形成されてきたかを

見ることができます。 

下表は豊島区の有形固定資産を５年前と比較したものです。この５年間で最も増加額が大きいの

は土木費の 59 億円です。これは道路や公園などの整備が進んでいるためです。次いで総務費が 52

億円であり、舞台芸術交流センター建設などが反映されています。教育費の増は小中学校の建替え

や新中央図書館建設などによるものです。逆に民生費や商工費、労働費などは減価償却が進み資産

価額が減少しています。 

 

                                                  (単位：千円) 

     

平成14年度 平成19年度 H14-H19増加額 H14-H19増加率

(1)総務費 9,496,505 14,663,389 5,166,884 35%
(2)民生費 52,555,201 49,522,322 -3,032,879 -6%
(3)衛生費 7,172,882 7,823,398 650,516 8%
(4)労働費 360,208 124,882 -235,326 -188%
(5)商工費 13,032,228 11,608,593 -1,423,635 -12%
(6)土木費 95,596,219 101,524,904 5,928,685 6%
(7)消防費 3,196,209 2,938,884 -257,325 -9%
(8)教育費 77,979,372 81,833,568 3,854,196 5%
(9)その他 38,755 35,303 -3,452 -10%
有形固定資産計 259,427,579 270,075,243 10,647,664 4%  
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（５）有形固定資産の更新資金の手当率及び手当可能率 

 

 

①更新資金の手当率 

 

これまで形成されてきた社会資本の老朽化等に応じて更新のための資金を手当しておく必要が 

あります。更新資金の手当率は有形固定資産の更新に必要な資金の手当の状況を表す指標です。 

平成 19 年度では、現金・預金が 25 億円増加し、基金も 11 億円増加したため、前期に比べて比率

が 19%に上昇しています。 

 

 

平成17年度 平成18年度 平成19年度

14% 16% 19%
指標名

有形固定資産の更新資金の手当率  

 

現金・預金＋基金 有形固定資産の 

更新資金の手当率 
＝ 

有形固定資産の減価償却累計額 

  

 

 ②更新資金の手当可能率 

 

さらに将来において、更新費用などの資金手当を特別区債により行おうとする場合、起債制限

比率という問題がおきます。そこで、手許資金に起債制限比率（20％）上限までの余裕額を加え

た金額と、更新等に要する資金額とを比べてみます。 

 

当期の公債費充当の余裕額は、 

（20％－当期の起債制限比率 9.5％）×64,121 百万円（当期標準税収入額）＝6,733 百万円 

と計算できます。 

つぎに償還期限を 10 年、利率を 2％と想定して、公債費充当の余裕額 6,733 百万円から起債で

きる起債制限比率上限までの地方債の額（起債可能額）を算出すると、60,477 百万円と計算でき

ます。 

 

したがって、手当可能率＝                                ＝ 73％ 

 

と前期とほぼ同水準で、100％をはるかに下回り、このままでは可能な限りの起債をしても、設備

更新の行政需要をまかなう資金の手当はできない可能性が高い状況にあることがわかります。 

 

 

平成17年度 平成18年度 平成19年度

73% 74% 73%
指標名

更新資金の手当可能率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金・預金＋基金＋起債可能額 
有形固定資産の減価償却累計額 
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（６）特別区債返済可能年数 

 

特別区債の返済のために、毎年の収入のうち、返済にあてることが可能な金額（一般的にいう

可処分所得の考え方）のすべてをもって返済したと仮定した場合の、所要年数です。少ないほう

が望まれます。 

平成 19 年度は現金・預金と基金の増により、0.28 年分比率が改善しています。 

平成17年度 平成18年度 平成19年度

1.97年 1.44年 1.16年

指標名

特別区債返済年数  

 

特別区債現在高－（現金・預金＋基金） 
特別区債返済年数＝ 

経常一般財源－（経常経費充当一般財源－うち公債費） 

 

 

（７）将来世代の負担額 

 

 社会資本形成のうち、その財源を特別区債等の有利子債務等でまかなっていることから、その対

価を翌年度以降の将来世代が負担しなければならない金額を算出します。前述の（１）社会資本形

成の世代間負担比率と関連した指標と言えます。将来世代も社会資本からのサービス提供が受けら

れることから、その対価としての負担をすべきですが、その金額が多額であれば、将来の財政を圧

迫することとなります。 

 当期は将来世代の負担額が減り、人口が増えたため、１人あたりの負担額は減少しています。 

 

  

平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末

75,873百万円 62,480百万円 54,764百万円
298,899円 243,685円 211,624円
253,843人 256,396人 258,778人人口（各年4月1日現在）

将来世代の負担額

人口1人あたり負担額

 

   

計算式 ： 将来世代の負担金額 ＝ 有形固定資産－ 正味資産 
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（９）住民一人あたりバランスシート 

 
住民一人当たりバランスシート

平成19年度末現在

借　　　　　方 貸　　　　　方

残高（千円） １人あたり（円） 残高（千円） １人あたり（円）

【　資産の部　】 【　負債の部　】

１．有形固定資産 １．固定負債

(1)総務費 14,663,389 56,664 (1)特別区債 39,676,014 153,321
(2)民生費 49,522,322 191,370
(3)衛生費 7,823,398 30,232 (2)債務負担行為 12,566,610 48,561
(4)労働費 124,882 483
(5)商工費 11,608,593 44,859 (3)退職給与引当金 22,063,310 85,260
(6)土木費 101,524,904 392,324
(7)消防費 2,938,884 11,357
(8)教育費 81,833,568 316,231 固定負債合計 74,305,934 287,142
(9)その他 35,303 136

（うち土地） 158,852,997 613,858
２．流動負債

有形固定資産合計 270,075,243 1,043,656
(1)翌年度償還予定額 5,950,803 22,996

２．投資等 (2)その他 120,861 467
(1)投資及び出資金 2,187,342 8,453
(2)貸付金 71,837 278 流動負債合計 6,071,664 23,463
(3)基金

①特定目的基金 6,912,570 26,712 負債合計 80,377,598 310,604
　　基金計 6,912,570 26,712

投資等合計 9,171,749 35,443
【　正味資産の部　】

３．流動資産

(1)現金・預金

①財政調整基金 7,428,216 28,705 １．国庫支出金 19,682,329 76,059
②減債基金 2,934,370 11,339
③歳計現金 3,774,220 14,585 ２．都道府県支出金 12,077,195 46,670
　　現金・預金計 14,136,806 54,629
(2)未収金 ３．一般財源等 183,552,052 709,303
①特別区税 1,859,667 7,186
②その他 445,709 1,722 正味資産合計 215,311,576 832,032
　　未収金計 2,305,376 8,909

流動資産合計 16,442,182 63,538

資産合計 295,689,174 1,142,636 負債・正味資産合計 295,689,174 1,142,636

残高（千円） １人あたり（円）

　　　　　　　　※債務負担行為に関する情報 ①物件の購入等に係るもの 4,614,805 17,833
②債務保証又は損失補償に係るもの 18,067,488 69,818
③利子補給等に係るもの 1,789,653 6,916

豊島区人口（平成20年4月1日現在） 258,778人  
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７．行政コスト計算書に係る分析 
 

（１）行政コスト対有形固定資産比率 

 

行政コストの有形固定資産に対する比率であり、目的別の各項目毎に資産を活用するためにどれ

だけのコストがかけられているかを示す比率です。 

行政コスト全体の比率は総額で 28％となっており、目的別に見ると民生費、衛生費及び労働費が

高い比率を示しています。 

次に人にかかるコストの比率ですが、総務費、民生費及び衛生費が高くなっていますが、これは、

これらの費目が比較的労働集約型の行政サービスであることを表しています。一方、土木費や教育

費は 5％以下と低くなっていますが、これは、これらの費目に関する有形固定資産には道路や都市

公園、学校など金額の大きいものが多く存在するため相対的にコストの比率が低くなっているもの

です。 

物にかかるコストの割合については、労働費や衛生費、総務費が比較的高く、特に労働費の 192％

が突出しています。労働費は、勤労福祉会館等の施設の管理委託にかかる費用の割合が大きいため

にこのような結果となっています。 

また、移転支出的なコストでは、民生費などが高い比率を示しています。 

 

（単位：千円）

総計 総務費 民生費 衛生費 労働費 商工費 土木費 消防費 教育費

人にかかるコスト　A 22,412,555 5,419,039 8,814,421 2,810,926 10,050 391,223 2,028,765 128,290 2,229,816

物にかかるコスト　B 19,203,896 3,253,331 3,207,351 2,966,504 239,562 370,485 4,178,443 222,822 4,701,089

移転支出的なコスト　C 33,091,483 657,080 26,620,952 2,100,860 52,860 381,220 2,678,521 25,964 571,393

行政コスト　D 75,837,373 9,329,450 38,642,724 7,878,290 302,472 1,142,928 8,885,729 377,076 7,502,298

有形固定資産　E 270,075,243 14,663,389 49,522,322 7,823,398 124,882 11,608,593 101,524,904 2,938,884 81,833,568

有形固定資産に対する
行政コストの割合　D/E

28% 64% 78% 101% 242% 10% 9% 13% 9%

有形固定資産に対する
人にかかるコストの割合　A/E

8% 37% 18% 36% 8% 3% 2% 4% 3%

有形固定資産に対する
物にかかるコストの割合　B/E

7% 22% 6% 38% 192% 3% 4% 8% 6%

有形固定資産に対する
移転支出的なコストの割合　C/E

12% 4% 54% 27% 42% 3% 3% 1% 1%
 

 
 
（２）収入項目対行政コスト比率 
 

行政コストがどれだけ受益者からの使用料、手数料等で賄われているか、あるいはどれだけ外部

からの補助負担金等で賄われているかを示す比率です（３．行政コスト計算書を参照）。 

総額で見ると、使用料・手数料等により賄われる割合は 4％、国庫（都）支出金で賄われる割合

は 18％、一般財源等による負担割合は 77％となっています。 

目的別で見ると、衛生費や労働費では使用料・手数料等による比率が高くなっています。また、

民生費は国庫（都）支出金により賄われている割合が 31％と比較的大きくなっています。これは生

活保護費負担金など国や都から負担金・補助金が出ていることによります。他は特に高い比率を示

す項目はなく、税収等の一般財源による負担割合が高いことを示しています。 
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（単位：千円）

総計 総務費 民生費 衛生費 労働費 商工費 土木費 消防費 教育費 その他

人にかかるコスト 22,412,555 5,419,039 8,814,421 2,810,926 10,050 391,223 2,028,765 128,290 2,229,816 0

物にかかるコスト 19,203,896 3,253,331 3,207,351 2,966,504 239,562 370,485 4,178,443 222,822 4,701,089 10,575

移転支出的なコスト 33,091,483 657,080 26,620,952 2,100,860 52,860 381,220 2,678,521 25,964 571,393 0

その他のコスト 1,129,439 0 0 0 0 0 0 0 0 1,129,439

行政コスト　A 75,837,373 9,329,450 38,642,724 7,878,290 302,472 1,142,928 8,885,729 377,076 7,502,298 1,140,014

使用料・手数料等　B 3,374,153 437,090 1,303,249 1,059,413 36,350 19,801 360,731 4,795 152,658 0
B/A 4% 5% 3% 13% 12% 2% 4% 1% 2% 0%

国庫（都）支出金　C 13,750,389 963,970 12,019,970 355,741 18,395 53,553 234,767 1,317 102,676 0

C/A 18% 10% 31% 5% 6% 5% 3% 0% 1% 0%

差引一般財源負担額
D＝A-B-C

58,712,831

D/A 77%  

  

  

３）住民一人あたり行政コスト計算書 

 

行政コスト総額あるいは目的別の行政コストを住民一人あたりの金額で示したものです。 

住民一人あたりの行政コスト総額は 293,058 円であり、うち民生費が 149,327 円と半分を占めて

います。なお、住民一人あたりバランスシートより、住民一人あたり資産額は 1,142,636 円であり、

行政コストの約 3.9 倍となっています。 
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 ２２  

Ⅱ．豊島区のキャッシュ・フロー計算書について 
 

１．キャッシュ・フロー計算書について 
 

（１）キャッシュ・フロー計算書の作成意義 

 

キャッシュ・フローとは、資金の増加又は減少を意味し、一会計年度におけるキャッシュ・フロ

ーの状況を表示するものをキャッシュ・フロー計算書といいます。 

キャッシュ・フロー計算書の作成方法は、平成 13 年 3 月公表の総務省｢地方公共団体の総合的な

財政分析に関する調査研究会報告書｣に記述されていませんが、基本的な考え方は各地方公共団体で

作成されている｢歳入歳出決算書｣と同様です。 

しかし、キャッシュ・フローを大きく｢行政活動｣、｢投資活動｣及び｢財務活動｣に区分することに

より、それぞれの活動における資金調達の源泉、及び資金使途を明確にすることができ、行政に関

する情報を提供することができます。 

 

一般的に各活動は、以下のように分類されることになります。 

 

｢行政活動によるキャッシュ・フロー｣ 

地方税等や交付金、使用料及び手数料などの一般財源による収入や人件費、物件費、維持補修費、

公債費利子等のための支出等の地方公共団体において経常的に行われる行政活動から発生するキャ

ッシュ・フローを記載します。 

 

｢投資活動によるキャッシュ・フロー｣ 

固定資産の取得及び売却、固定資産の取得財源としての国庫支出金収入、外郭団体への出資とい

った投資的なキャッシュ・フローを記載します。 

 

｢財務活動によるキャッシュ・フロー｣ 

地方債の発行・償還による収入・支出といった財務活動によるキャッシュ・フローを記載します。 

 

 

（２）キャッシュ・フロー計算書作成のための基本事項 

 

豊島区では、歳計現金に限定しています。したがって、キャッシュ・フロー計算書の現金及び現

金同等物の期首と期末の残高及びその間の増加額は、各バランスシートの歳計現金の残高及び増加

額と一致します。 

 

 

 

 



 

 ２３  

２．キャッシュ・フロー計算書の概要 

 

行政活動により 278 億円の資金が創出されています。投資活動のキャッシュ・フローは-233 億円

ですが、行政活動によるキャッシュ・フローの範囲内です。さらに、地方債の返済に対して 57 億円

の資金を回した上で、全体のキャッシュ・フロー（現金及び現金同等物の増加額）は 23 億円のプラ

スとなっています。 

平成 18 年度、19 年度における豊島区のキャッシュ・フロー計算書の 2 期比較を行うと、19 年度

のキャッシュ・フローは 4 億円のプラスであり、前年度に比べて 11 億円ほどキャッシュ・フローが

増加していることになります。 

活動別では次のようになります。 

 

 

（１）行政活動によるキャッシュ・フロー 

 

前期と比較して、特別区税収入が 17 億円増加し、交付金による収入でも、特別区財政調整交付金

の 26 億円増など、全体として 24 億円増加しています。一方で物件費や扶助費・補助費などの支出

の減少もあり、行政活動全体のキャッシュ・フローとしては前期と比べて 10 億円増加しています。 

 

 

（２）投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

前期と比較して、キャッシュ・フローは、16 億円のマイナスとなっています。社会資本整備に伴

う有形固定資産の取得による支出は横ばいですが、国や都からの収入が 16 億円減少し、基金への繰

出・積立が 14 億円増加しています。一方、基金からの繰入が 3 億円減少し、他会計への繰出しも 3

億円減少しています。 

 

 

（３）財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

前期と比較して、キャッシュ・フローは 16 億円のプラスとなっています。その要因は地方債の起

債収入の増（20 億円）と地方債の償還による支出の減（4 億円）によるものです。 

 

 

 



 

 ２４  

３．キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

平成18年度 平成19年度 増減

Ⅰ　行政活動によるキャッシュ・フロー

1. 地方税等収入 27,425,212 28,163,667 738,455
2. 交付金による収入 36,398,726 37,855,095 1,456,369
3. 使用料及び手数料収入 3,140,509 3,351,296 210,787

一般財源による収入計 66,964,447 69,370,058 2,405,611
4. 人件費による支出 -23,309,032 -23,334,157 -25,125
5. 物件費による支出 -11,906,497 -12,902,180 -995,683
6. 維持補修費による支出 -623,466 -729,814 -106,348
7. 公債費における利子等による支出 -1,034,965 -942,619 92,346
8. 受取預金利息その他の収支 2,139,312 2,012,668 -126,644

小 計 32,229,799 33,473,956 1,244,157
9. 国庫支出金による収入 9,728,014 10,554,605 826,591

10. 都道府県支出金による収入 3,823,098 3,623,684 -199,414
11. 分担金及び負担金等による収入 812,282 818,255 5,973

補助等収入計 14,363,394 14,996,544 633,150
12. 扶助費による支出 -15,814,232 -17,226,161 -1,411,929
13. 補助費等による支出 -3,986,700 -4,282,709 -296,009
14. 貸付の実施による支出 -202,511 -196,814 5,697
15. 貸付金の回収による収入 106,103 955,087 848,984
16. 寄付による収入 68,161 61,223 -6,938
17. 災害復旧事業による支出 0 0 0
18. 失業対策事業による支出 0 0 0

行政活動によるキャッシュ・フロー 26,764,014 27,781,126 1,017,112

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

1. 社会資本整備等のための国庫支出金及び都道府県支出金による収入 4,008,659 2,384,565 -1,624,094
2. 社会資本整備に伴う有形固定資産の取得による支出 -15,500,345 -15,445,643 54,702
3. 財産の売払による収入 776,401 23,660 -752,741
4. 財産の貸付による収入 102,071 57,265 -44,806
5. 貸付の実施による支出 0 0 0
6. 貸付金の回収による収入 0 0 0
7. 投資及び出資による支出 0 0 0
8. 投資及び出資の回収による収入 0 0 0
9. 基金からの繰入による収入 548,087 267,209 -280,878

10. 基金への繰出し・積立による支出 -3,025,881 -1,648,484 1,377,397
11. 他会計への繰出しによる支出 -8,602,535 -8,892,232 -289,697

投資活動によるキャッシュフロー -21,693,543 -23,253,660 -1,560,117

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

1. 地方債の起債による収入 1,368,000 3,385,000 2,017,000
2. 地方債の償還による支出 -5,281,915 -5,660,574 -378,659
3. 他会計からの繰入金（借入金）による収入 0 0 0
4. 他会計繰入金（借入金）の返済による支出 0 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー -3,913,915 -2,275,574 1,638,341

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 1,156,556 2,251,892 1,095,336
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,059,913 2,489,328 429,415
Ⅵ　歳計剰余金処分による現金及び現金同等物の期首残高の振替 -727,141 -967,000 -239,859
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,489,328 3,774,220 1,284,892

豊島区キャッシュフロー計算書2期比較
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４．キャッシュ・フロー計算書に係る分析 
 

企業会計におけるキャッシュ・フロー計算書にはいくつかの分析法があります。必ずしも公会計

に直接あてはめることはできませんが、以下のような指標は参考になります。 

 

比率名 計算方法 平成 18 年度 平成 19 年度 

行政活動キャッシュ・フロー対投

資活動キャッシュ・フロー比率 

行政活動によるキャッシュ・フロー／

投資活動によるキャッシュ・フロー 
123％ 119％ 

キャッシュ・フロー版当座比率 行政活動によるキャッシュ・フロー／

流動負債 
478％ 458％ 

（注）計算値は、絶対値で表示しております。 

 

 

（１）行政活動キャッシュ・フロー対投資活動キャッシュ・フロー比率 

 

一般に｢行政活動によるキャッシュ・フロー｣を用いて｢投資活動によるキャッシュ・フロー｣に投

資を行い、不足分がある場合に｢財務活動によるキャッシュ・フロー｣を用いて補完します。 

この考え方によると、この比率が 100％より高い時は、行政活動からのキャッシュ・フローを投

資活動で使用してもさらに資金余剰があり、地方債の償還など財務面に資金を回すことができるこ

とを意味します（行政活動によるキャッシュ・フローがプラスで投資活動によるキャッシュ・フロ

ーがマイナスの場合を想定。以下同じ）。 

また、この比率が 100％より低いときは、行政活動によるキャッシュ・フローと財務活動による

キャッシュ・フロー、あるいは期首に保有していた現金及び現金同等物が投資活動に投じられてい

ることを意味します。 

豊島区のケースでは、平成 18 年度、19 年度ともに 100％を超えています。 

 

 

（２）キャッシュ・フロー版当座比率 

 

行政活動によるキャッシュ・フローが流動負債の何倍あるかを見る指標です。１年以内に返済 

すべき負債（流動負債）に対する返済能力を見ることができます。一般に比率が高い方が短期の支

払能力という面で優れていると言えます。豊島区の場合は、18年度から19年度にかけて比率は478％

から 458％と下がっています。 
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Ⅲ．豊島区の連結バランスシートについて 

 

１．連結バランスシートについて 

 

（１）連結バランスシートの作成意義 

 

民間企業の連結バランスシートとは、企業集団に属する親会社・子会社の個別バランスシートを

集めて合算し、内部取引を相殺消去したうえで、企業集団全体の財政状態に関する情報を利害関係

者に開示するものです。最近では、国際社会からの連結経営重視の要請により、企業内容の開示は

連結バランスシートを始めとする連結財務諸表が中心となっています。 

地方自治体においても、普通会計で行っている事業のほかに特別会計でさまざまな事業を行って

おり、また、地方自治体が自ら行う事業とは別に、公益法人や第三セクターなどの財政援助団体を

通じて行う事業もあります。 

このような状況のなかで、本体部分である一般会計あるいは普通会計だけでは、地方自治体全体

の事業活動はみえてきません。これらすべての会計と団体の資産・負債を合算したうえで総合的に

みて、初めて地方自治体全体の財政状態がみえてくることになります。 

 

 

（２）連結の範囲についての考え方 

 

企業会計においては、支配力基準に基づいて連結の範囲が決められます。Ａ社がＢ社の議決権の

過半数を所有している場合、Ｂ社は原則としてＡ社の連結の範囲に含められることとなります。議

決権の所有割合以外でも、他の会社の意思決定機関（取締役会等）を支配していると認められる場

合等は連結の範囲に含められることとなります。例えば、Ｃ社の役員の過半数がＡ社の役員等であ

った場合、Ｃ社はＡ社の連結の範囲に含められることとなります。 

地方自治体については、現在、連結の範囲を決定する確立した基準はありませんので、企業会計

の基準をベースに地方自治法の規定を参考にして連結の範囲を決定することとなると思われます。

そのような考え方にたてば、特別会計は当然連結の範囲に含まれると考えられます。 

財政援助団体については、出資比率が 50％以上の団体については、当然連結対象とすることが考

えられます。また、出資比率 25％以上の場合で、役員構成などから地方自治体が実質的に支配して

いると判断される場合は、その団体も連結の対象とすることが考えられます。 

 

 

（３）連結バランスシートの見方 

 

連結バランスシートと個別バランスシートとを比較することにより、連結することによる影響を

みることができます。 

（連結財務諸表における財務比率等と個別財務諸表の比率等の比較を、連単倍率といいます。） 
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２．連結バランスシート作成のための基本事項 

 

（１）連結の範囲に関する事項 

 

この連結バランスシートは、普通会計のほかに、つぎの特別会計、財政援助団体を連結の範

囲としています。財政援助団体の連結範囲の決定にあたっては、原則として出資比率が 25％以

上の団体としていますが、出資はしていなくても補助金等で財政援助を行っている団体も含め

ています。 

 

国民健康保険事業特別会計 豊島区土地開発公社 

老人保健医療特別会計 （社福）豊島区社会福祉協議会 

介護保険事業特別会計 (財)としま未来文化財団 

介護サービス事業勘定 （社福）豊島区社会福祉事業団 

 (財)豊島区勤労者福祉サービスセンター 

 (社)豊島区シルバー人材センター 

 （医療）豊島健康診査センター 

 東長崎駅整備株式会社 

 (株)豊島にぎわい創出機構 

  

 

（２）会計処理基準に関する事項 

 

この連結バランスシートのうち、普通会計及び公営事業会計については、「地方公共団体の

総合的な財政分析に関する調査研究報告書」（総務省 平成 13 年 3 月 以下「総務省方式」と

いう）に準拠して作成しました。外郭団体については、各団体の決算書をもとに作成していま

す。 

ただし、退職給与引当金については、普通退職すると仮定した場合に支払う退職手当の負担

額 100％の金額を退職給与引当金として計上しています。 

また、普通会計から特別会計に対する出資については、資産合計から負債・正味資産合計を

控除しその差額を普通会計から現物出資したものと仮定して普通会計の出資金に加算すると 

いう処理を行なっています（資産合計から負債・正味資産合計を控除したものがマイナスにな

った場合は、マイナスの出資金として負債計上しています）。当該処理について、普通会計と

特別会計の単純合算では、資産・負債が両建て計上されることになります。このため、相殺消

去を行なっております。 
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３．連結バランスシートの概要 

 

豊島区の連結バランスシートは、連単倍率をみてもわかるとおり、普通会計と比べてそれほど際

立って普通会計のバランスシートと異なったものとなる訳ではありません。これは、豊島区は下水

道事業などの一般に多額の地方債を抱える公営事業を有さないことや、土地開発公社からの購入予

定の土地の多くをすでに普通会計のバランスシートで計上していることなどによります。 

そのなかで特徴としては、まず 18 年度末の連結バランスシートと比較するとわかるとおり、一

般財源等・剰余金等の額が 130 億円増加しています。また、普通会計は 137 億円ほど正味資産が増

加していますが、連結ベースでは 146 億円の正味資産の増加となっています。 

また、未収金は普通会計では 19 億円でしたが、連結では 56 億円と増加しています。そのおもな

ものは、国民健康保険事業の未収金 24 億円であることがわかります。 

このように連結バランスシートを作成すると、普通会計以外のところにも財政運営に大きな影響

を及ぼす要因があるということがより明らかになります。 
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５．連結バランスシートに係る分析 

 

（１）連単比較 

 

普通会計ベースの数値と連結ベースの数値とを比較する比率が連単倍率です。 

豊島区の連単倍率は、それほど極端なものとはなっていません。これはすでに述べたとおり、そ

れほど大規模な公営事業がないことや、土地開発公社から引き渡しの済んでいる土地をすでに普通

会計のバランスシートに計上しているためです。 

                                     （単位：千円） 

普通会計 連結 増減額 連単倍率

A B B-A B/A

資産合計 295,689,174 305,447,938 9,758,764 103%
負債合計 80,377,598 85,197,793 4,820,195 106%
正味資産合計 215,311,576 220,200,137 4,888,561 102%
有形固定資産合計額 270,075,243 272,479,556 2,404,313 101%
世代間負担比率 80% 81% - -

財務分析項目
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（２）連結バランスシート２期比較 

[資産の部] [負債の部]

１．有形固定資産 １．固定負債

    (1)総務費 11,311,305 14,663,389    (1)特別区債・借入金 60,331,674 53,489,325

    (2)民生費 50,229,579 49,562,723    (2)未払金 656,996 846,091

    (3)衛生費 8,141,669 7,994,360    (3)退職給与引当金 24,496,510 23,548,540

    (4)労働費 164,604 126,001    (4)その他の引当金 98,314 95,314

    (5)商工費 11,896,694 11,608,593 固定負債計 85,583,494 77,979,270

    (6)土木費 103,531,505 102,360,061 ２．流動負債

    (7)消防費 2,970,708 2,938,884    (1)翌年度償還予定額 5,620,162 6,097,712

    (8)教育費 79,514,158 81,834,318    (2)未払金等 1,813,156 1,120,811

  　(9)土地開発 1,621,965 1,355,924 流動負債計 7,433,318 7,218,523

  　(10)その他 35,929 35,303

有形固定資産計 269,418,116 272,479,556 負債合計 93,016,812 85,197,793

２．投資等 ［少数株主持分］

   (1)投資及び出資金 48,014 48,014   少数株主持分 51,292 50,008

   (2)貸付金 801,804 36,691

   (3)基金・積立預金 7,253,942 7,985,256 [正味資産の部]

   (4)有価証券 360 380,376 １．国庫支出金 18,517,035 19,682,329

   (5)基本財産 810,000 800,745

   (6)その他 1,996 1,996 ２．都支出金 11,612,661 12,077,195

投資等計 8,916,116 9,253,078

３．一般財源・剰余金等 175,486,779 188,440,613

３．流動資産

   (1)現金・預金 14,961,460 18,032,457

   (2)未収金等 5,383,821 5,676,642 正味資産合計 205,616,475 220,200,137

   (3)棚卸資産 5,066 6,205

流動資産計 20,350,347 23,715,304

負債、少数株主持分

資産合計 298,684,579 305,447,938 及び正味資産合計 298,684,579 305,447,938

連結バランスシート２期比較
　

（単位：千円）

18年度 19年度 18年度 19年度
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資料編 
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豊島区のバランスシート、行政コスト計算書、キャッシュ・フロー計算書の詳細説明 

     

【バランスシートについて】 
 

【資産の部】 

 

１．有形固定資産     

内容： 
豊島区が保有する建物、道路、公園といった不動産、及び、車両、コンピュータ、什器備品等の動産をいい、その保

有が長期に及ぶことから有形固定資産として計上しています。 
 

【取得価額】 

有形固定資産は、「地方財政状況調査表」が現在の様式になった昭和 44 年度以降支出した金額の合計額を、取得価額とみな

して表示しています。従って、昭和 43 年度以前に取得した有形固定資産は計上されていません。 

 

【減価償却－償却対象】 
土地以外の有形固定資産については、時の経過に応じた価値下落部分について減価償却を考慮し、定額法による償却

を実施しています。 
また、減価償却の方法については、一般的には個々の有形固定資産ごとに減価償却（個別償却）を実施していますが、

このバランスシートが決算統計から算定されており、個々の有形固定資産の取得価額を把握することが困難であることか

ら、個別償却を行うことができません。したがって目的別費目の主な使途ごと、及び、取得年度ごとにグルーピングし、

一括して償却を行う総合償却的な考え方によっています。 
 
【減価償却－残存価額】 

残存価額とは、減価償却終了後における固定資産の価値の見積り額をいいます。残存価額については、総務省方式に

準拠し、ゼロとしています。 
 

【減価償却－耐用年数】 
耐用年数とは、その有形固定資産が使用できると見積もられる年数をいいます。耐用年数は、総務省方式により定め

られた耐用年数に準拠しております。 
耐用年数はつぎのとおりです。 

区分 耐用年数 区分 耐用年数 

1 総務費   (6)港湾 ５０ 

 (1)庁舎等 ５０  (7)都市計画  

 (2)その他 ２５   ア街路 １５ 

2 民生費     イ都市下水路 ２０ 

 (1)保育所 ３０   ウ区画整理 ４０ 

 (2)その他 ２５   工公園 ４０ 

3 衛生費 ２５   オその他 ２５ 

4 労働費 ２５  (8)住宅 ４０ 

6 商工費 ２５  (9)空港 ２５ 

7 土木費   (10)その他 ２５ 

 (1)道路 １５ 8 消防費  

 (2)橋りょう ６０  (1)庁舎 ５０ 

 (3)河川 ５０  (2)その他 １０ 

 (4)砂防 ５０ 9 教育費 ５０ 

 (5)海岸保全 ５０ 10 その他 ２５ 

注：作成方法そのものについての詳細は、総務省「地方公共団体の総合的な

財政分析に関する調査研究会報告書」をご参照ください。 
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【減価償却累計額】 

減価償却累計額とは、バランスシートに計上されている有形固定資産のうち当年度までの減価償却の累計額をいい、取得時か

ら現在までの有形固定資産の価値下落の合計額を表します。 

減価償却累計額は、バランスシート上、有形固定資産の取得価額から直接減額しています。 

 

作成方法： 

昭和 44 年度以降の決算統計の「普通建設事業費の状況」から、目的別費目の主な使途別に、取得年度ごとに取得価額を算定

し、それぞれ毎に耐用年数を当てはめ、現在までの経過年数に応じて減価償却額を累計する方法によっています。 

なお、土地以外の有形固定資産については、減価償却を実施しており、その合計金額（減価償却累計額）を取得価額から控除

しています。 

 

２．投資等 

（１）投資及び出資金      

内容： 

平成 19 年度末において保有する財団法人、社団法人等への出資残高、及び有価証券等については、「出資金」として投資等

に計上しています。また、公営事業会計への現物出資に関する引継資本相当分についても計上しています。 

なお、出資金等の評価は取得価額（原価基準）によっており、出資先の運営状態の悪化等に伴う価値の下落は考慮し

ていません。 
 

作成方法： 

決算統計における「貸付金、投資及び出資金の状況」の「投資及び出資金」の残高によります。 

 

（２）貸付金      

内容： 

平成 19 年度の出納閉鎖時点において、豊島区の第三者への貸付金を、「貸付金」として投資その他の資産の部に計上してい

ます。 
 

作成方法： 

決算統計の決算年度末現在高によっています。このうち収入未済額に計上される分については、未収金その他に計上します。 

 

（３）基金 

①特定目的基金      

内容： 

「特定目的基金」については、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設けられる資金又は財産であり、そ

の目的の達成までの期間が通常長期に及ぶことから、平成 19 年度末の現在高を「特定目的基金」として投資等に計上していま

す。 

また、特定目的の基金のなかで、その基金の運用先を普通会計で行っている金額（19,178,571 千円）については、バランスシー

ト作成上は、特定目的の基金から、直接減額しています。 

 

作成方法： 

基金の計上額は、決算統計における「基金の状況」の「平成 19 年度末現在高」によっています。また、運用金の控除額は、年度

末現在における、普通会計により運用している基金の金額を計上しています。 

 

 

３．流動資産 

（１）現金・預金 

①財政調整基金   
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内容： 

「財政調整基金」の平成 19 年度末の残高です。「財政調整基金」は、預金や国債等の確実な方法で運用しており、かつ、特定

目的によらずに予算承認により、翌年度において取崩しが可能なことから、流動資産の部に計上しています。 

 

作成方法： 

決算統計における「基金の状況」の「財政調整基金」の平成 19 年度末現在高によっています。 

 

②減債基金     

「減債基金」の平成 19 年度末の残高です。「減債基金」は、預金や国債等の確実な方法で運用しており、かつ、毎年度おこなわ

れている地方債の償還に充当されるものであるため、流動資産の部に計上しています。 

 

作成方法： 

決算統計における「基金の状況」の「減債基金」の平成 19 年度末現在高によっています。 

 

③歳計現金     

内容： 

歳計現金の出納閉鎖時点（5 月末時点）における繰越残高です。 

 

作成方法： 

決算統計における「決算収支の状況」の「歳入歳出差引」によっています。 

 

（２）未収金   

内容： 
当該年度の歳入として調定された徴収金等のうち、出納閉鎖期日までに納入されなかった税金や負担金等の繰越残高（収入

未済額）をいい、「未収金」として流動資産の部に計上しています。 

 

作成方法： 

「一般会計歳入歳出決算書」の「収入未済額」によって作成されていますが、この「収入未済額」には既に調定された貸付金の

未収額が含まれているため、当該金額はバランスシート作成上、「未収金」から控除しています。 

 

【負債の部】 

 

１．固定負債 

（１）特別区債      

内容： 

平成 19 年度末において発行済の豊島区債のうち、平成 21 年度以降に返済すべき金額を「特別区債」として固定負債の部に計

上しています。 

 

作成方法： 

特別区債は、決算統計における「地方債現在高の状況」の「合計 差引現在高」から「地方債 翌年度償還予定額」を控除した

金額によっております。 

 

（２）債務負担行為   

内容： 

年度末において資産として物件の引渡しを受けたものの支払が済んでいないものについて計上します。 

 

（３）退職給与引当金   

内容： 
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退職時において支払われる退職手当は、企業会計上では、労働に対する対価として既に発生しているという考え方から、バラン

スシート作成上では、平成 19 年度末に在籍している職員（同日をもって退職する職員を除く）が退職した場合に支払われる退職手

当のうち、平成 19 年度までに負担すべき金額を「退職給与引当金」として固定負債の部に計上しています。 

 

作成方法： 

勤続年数別職員数 × 各平均給料月額 × 各勤続年数による普通退職の支給率により算定した金額を退職給与引当金とし

ています。 

 

 

２．流動負債 

（１）翌年度償還予定額   

内容： 

平成 19 年度末において発行済の特別区債のうち、平成 20 年度において返済すべき金額を、「翌年度償還予定額」として流動

負債の部に計上しています。 

 

作成方法： 

一年以内返済予定の特別区債は、決算統計における「地方債年度別償還状況」の「平成２０年度元金合計」によっております。 

 

 

【正味資産の部】    

正味資産は、資産と負債の差額であり、過去の支出に基づく資産形成額のうち、区民の税金、国や都からの支出金、寄付金、及

び、既に債務負担が終了した金額です。 

 

１．国庫支出金     

資産を形成する際に、国が支出した金額です。なお、これらの支出によって取得した固定資産のうち減価償却費相当

額については、既にその支出金の対価としての固定資産の価値が下落していることから、国庫支出金から直接減額を行っ

ています。 

 

２．都支出金      

資産を形成する際に、都が支出した金額です。なお、これらの支出によって取得した固定資産のうち減価償却費相当

額については、既にその支出金の対価としての固定資産の価値が下落していることから、都支出金から直接減額を行って

います。 

 

３．一般財源等     

主に区民からの税金により資産が形成された金額、及び固定資産の取得の際に発行した特別区債のうち既に弁済が行

われた金額の合計額であると考えられます。 

 

【欄外注記事項について】 

債務負担行為に関する情報 

債務負担行為は、将来の支出に対する債務負担の権限の付与です。 

債務負担行為の「物件の購入等に係るもの」（バランスシートに計上した分を除く）は、財産の移動等が行われていないため負債

として計上していませんが、翌年度以降の支出が予定される重要な事項となりますので、注記しています。 

「債務保証又は損失補償に係るもの」は、債務保証契約または、損失補償契約を締結していても、バランスシート作

成基準日（3 月 31 日）に地方自治体の第三者に対する債務が確定していない場合は、バランスシートに負債として計上

されません。つまり、債務保証契約や損失補償契約を締結しているだけでは、まだ、第三者に対する債務として発生した

ものではないからです。このような将来発生するかもしれない不測の債務を偶発債務といいますが、地方自治体の財政負

担をもたらすものであるため、バランスシートの利用者にとっては、重要な情報です。そこで、そのような偶発債務の限

度額を注記しています。 
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また、｢利子補給等に係るもの｣は、債務負担行為のうち、融資に関する一部または全部の利子の補給等については、

利子補給期間にわたって財源の使用使途を制限するため、重要な情報です。したがって、翌年度以降に負担が発生する可

能性のある金額を注記します。豊島区においては平成 20 年度以降支出額として 1,790 百万円が計上されています。これ

は債務が確定したわけではなく、総務省方式が本来予定する内容ではないと判断されるので、当該金額は債務としてバラ

ンスシートに計上せずに、欄外注記としています。 
 

 

【行政コスト計算書について】 

 

【行政コスト】 

 地方公共団体の活動にともない必然的に発生する行政経営資源の消費をいいます。行政コストは、性質別に「人にかかるコスト」、

「物にかかるコスト」、「移転支出的なコスト」、「その他のコスト」に分けることができます。 

 

１．人にかかるコスト  

 行政サービスの担い手である職員に要するもの 

 

（１）人件費 

 事業費支弁以外の給与費（報酬、職員給、各種手当等）から退職手当を除いた金額です。 

 

（２）退職給与引当金繰入等 

 当期に勤務したことにより、新たに増加した退職給与引当金の増加額です。 

 

２．物にかかるコスト 

 地方公共団体が最終消費者となっているものです。 

 

（１）物件費 

 旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃貸料などです。 

 

（２）維持補修費 

 施設等の維持管理に要する費用です。 

 

（３）減価償却費 

 有形固定資産が時の経過等にともない磨耗損耗、陳腐化、不適応化することにより価値が減少したと認められる金額です。 

 

３．移転支出的なコスト 

 他の主体に移転して効果が出てくるようなものです。 

 

（１）扶助費 

 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等の法令に基づき被扶助者に対して支給する金額等です。 

 

（２）補助費等 

 負担金、補助及び交付金、寄附金、物件費に計上されるもの以外の委託料、補償、補填及び賠償金などです。ただし、バランス

シートに計上された債務負担行為のうち債務保証又は損失補償に係るものの履行額は除きます。 

 

（３）繰出金 

 他会計に対する貸付金の貸付や借入金の返済以外の支出であり、他会計に対する財政的な支援金額をいいます。 

 

（４）普通建設事業費（他団体等への補助金等） 
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 隣接団体や民間企業等（他団体等）がおこなう公共施設の新設や改良、増設事業などの投資的経費について、当該地方公共団

体がおこなう他団体等への補助金をいいます。 

 

４．その他のコスト 

 上記に属さないもの 

 

（１）災害復旧事業費 

 地震、洪水、高潮などの災害によって被害を受けた施設をもとに復旧するための費用等をいいます。 

 

（２）失業対策事業費 

 多数の失業者が発生した場合に、これらの失業者に雇用の機会を与えるために地方公共団体が法律に基づいて行う、道路整備、

宅地造成、公園清掃などの事業に要する費用をいいます。 

 

（３）公債費（利子分のみ） 

 地方債及び一時借入金の支払利息をいいます。 

 

（４）債務負担行為繰入 

 債務負担行為で債務保証又は損失補償に係るもののうち、当期に債務が確定した金額です。 

 

（５）不納欠損額 

 時効等により徴収できなかった、税金、使用料・手数料等です。 

 

[収入項目] 

 地方公共団体が行政経営の財源として受け取る一般財源、国庫（県）支出金、使用料・手数料等です。 

 

１．使用料・手数料等 

 使用料・手数料、分担金・負担金、寄付金、繰入金（他会計からの財政的な支援金額のみ）、財産収入、諸収入の現年調定額な

どです。 

 

２．国庫（都）支出金 

 バランスシートの資産形成に資するもの以外の国庫（都）支出金の現年調定額です。 

 

３．一般財源 

 地方税、地方譲与税、地方交付税、利子割交付金、地方消費税交付金ほか各種交付金の現年調定額をいいます。 

 

４．正味資産国庫（都）支出金償却額 

 バランスシートに計上されている国庫（都）支出金のうち、有形固定資産の減価償却に合わせて当期に償却される金額です。 

 

５．期首一般財源等 

 前期末バランスシートの一般財源等の金額です。 

 

差引一般財源等増減額 

 収入から行政コストを控除し、正味資産国庫（都）支出金償却額を加えた金額です。民間では、この金額が黒字であれば黒字経

営であるし、赤字であれば赤字経営といわれますので、経営者にとって重要な情報となります。 

 

６．期末一般財源等 

 当期末バランスシートの一般財源等の金額です。 
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【キャッシュ・フロー計算書について】 

 

【行政活動によるキャッシュ・フロー】 

 地方公共団体において経常的に行われる行政活動から発生するキャッシュ・フローを記載します。 

 

１．特別区税等収入 

 地方税及び地方譲与税の歳入決算額の合計額が計上されます。 

  

２．交付金による収入 

 利子割交付金や地方消費税交付金などの各交付金の歳入決算額の合計額が計上されます。 

 

３．使用料及び手数料収入 

 使用料及び手数料の歳入決算額の合計額が計上されます。 

 

４．人件費による支出 

 人件費の歳出決算額が計上されます。 

 

５．物件費による支出 

 物件費の歳出決算額が計上されます。 

 

６．維持補修費による支出 

 維持補修費の歳出合計額が計上されます。 

 

７．公債費における利子等による支出 

 公債費決算額から元金償還額を控除した額が計上されます。 

 

８．受取預金利息その他の収支 

 財産収入及び諸収入から、財産貸付・売払収入と貸付金の元金回収額を控除した額が計上されます。さらに、繰入金決算額から

積立基金取崩額、定額運用基金取崩額、投資及び出資金回収元金、繰入金に含まれるもので公営企業において本年度貸付金と

して整理されているものを控除した額も計上されます。 

 

９．国庫支出金による収入 

 国庫支出金の決算額から、普通建設事業費及びそれ以外の資産形成の財源として収受した国庫支出金を控除した額が計上さ

れます。 

 

10.都支出金による収入 

都支出金の決算額から、普通建設事業費及びそれ以外の資産形成の財源として収受した都支出金を控除した額が計上されま

す。 

 

11.分担金及び負担金等による収入 

 分担金及び負担金の決算額が計上されます。 

 

12.扶助費による支出 

 扶助費の歳出合計額が計上されます。 

 

13.補助費等による支出 

 補助費等の歳出決算額が計上されます。 

 



 

 ９ 
 

 

14.貸付の実施による支出 

 貸付金の決算額から公営企業会計への貸付金の額を控除した額が計上されます。 

 

15.貸付金の回収による収入 

 貸付金回収元金のうち公営企業に対するもの以外の額が計上されます。 

 

16.寄付による収入 

 寄付金決算額が計上されます。 

 

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 

固定資産の取得及び売却、固定資産の取得財源としての国庫支出金収入、外郭団体への出資、貸付による収支といった投資

的なキャッシュ・フローを記載します。 

 

１．社会資本整備等のための国庫支出金及び都支出金による収入 

普通建設事業費及びそれ以外の資産形成の財源として収受した国庫支出金及び都支出金の合計額を計上します。 

 

２．社会資本整備に伴う有形固定資産の取得による支出 

 普通建設事業費の決算額を計上します。 

 

３．財産の売払による収入 

 財産売払収入の決算額を計上します。 

 

４．財産の貸付による収入 

 財産貸付収入の決済額を計上します。 

 

５．基金からの繰入による収入 

 積立基金取崩額及び定額運用基金取崩額の合計額を計上します。 

 

６．基金への繰出し・積立による支出 

 積立金決算額及び定額運用基金歳出決算額の合計額を計上します。 

 

７．他会計への繰出しによる支出 

 繰出金の歳出合計額等を計上します。 

 

【財務活動によるキャッシュ・フロー】 

地方債の発行・償還による収入・支出といった財務活動によるキャッシュ・フローを記載します。 

 

１．地方債の起債による収入 

 地方債の当年度発行額を計上します。 

 

２．地方債の償還による支出 

 地方債の元金償還額を計上します。 

 

【現金及び現金同等物の増加額】 

 当期のキャッシュの増減を表します。 

 

【現金及び現金同等物の期首残高】 

 前年度歳入歳出の差引き額が計上されます。 



 

 １０ 
 

 

 

【歳計剰余金処分による現金及び現金同等物の期首残高の振替】 

 積立基金歳計剰余金処分によるもの合計と定額運用基金歳計剰余金処分によるもの合計の総計額が計上されます。 

 

【現金及び現金同等物の期末残高】 

 本年度歳入歳出差引き額が計上されます。 

 

 

【連結バランスシートについて】 

【連結の範囲】 

連結の範囲は、いわゆる支配力基準を準用しています。国民健康保険事業、介護保険事業など豊島区が直接おこなっている事

業の他、土地開発公社等の出資団体、さらには出捐金であっても実質的に経営に大きな影響を及ぼすと思われる社会福祉協議

会やシルバー人材センターも範囲として含んでいます。 

 

【作成方法】 

連結バランスシートは、個別バランスシートに修正を加えたものを単純合算し、必要な連結相殺仕訳をいれます。 

１．個別財務諸表のおもな修正事項 

① 公営事業に係る特別会計のバランスシート作成 
国民健康保険事業や、老人保健医療、介護保険事業についてはバランスシートが存在しませんので、あらたに作成し

ています。 
② 退職給与引当金の計上 

普通会計における退職給与引当金の計上と同じベースにするために、公営事業や外郭団体についても要支給額の

100％を計上するようにしました。ただし、外郭団体においては外部にこれらの退職にそなえて積立をしている場合が

あり、そのような外部積立については要支給額から控除して退職給与引当金を計上しております。 
 

２．連結の相殺処理   

① 投資と資本の相殺消去 
豊島区普通会計バランスシートの投資及び出資金に計上されている金額と外郭団体の正味財産に計上されている基

本金とを相殺しています。 
② 債権債務の相殺消去 

連結対象となる外郭団体等との間で、債権債務がある場合には、これらを相殺しています。 
③ 特別会計出資金の相殺消去 

普通会計上、特別会計に対して現物出資を仮装した処理につき連結上、当該出資と一般財源・剰余金等につき、二

重計上になっているため、これらを相殺しています。 
 

少数株主持分 

 豊島区以外の第三者からの出資を財源とする金額です。 
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